
福祉保健生活環境委員会会議記録

福祉保健生活環境委員長 今吉 次郎

１ 日 時

令和５年９月２９日（金） 午後１時０１分から

午後３時４７分まで

２ 場 所

第５委員会室

３ 出席した委員の氏名

今吉次郎、嶋幸一、志村学、穴見憲昭、吉村尚久、若山雅敏、猿渡久子

４ 欠席した委員の氏名

三浦由紀

５ 出席した委員外議員の氏名

清田哲也、戸高賢史

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 工藤哲史、生活環境部長 高橋強 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第７２号議案及び第７３号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもっ

て決定した。

請願４及び継続請願２については、いずれも賛成少数をもって不採択とすべきものと決

定した。

（２）公社等外郭団体の経営状況について、大分県長期総合計画の実施状況について及びおお

いた子ども・子育て応援プラン（第４期）の進捗状況についてなど、執行部から報告を受

けた。

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 吉良文晃

政策調査課調査広報班 主査 甲斐雅俊



福祉保健生活環境委員会次第 
 

日時：令和５年９月２９日（金）１３：００～ 

場所：第５委員会室            

 

１ 開  会 

 

 

２ 生活環境部関係                      １３：００～１４：３０ 
（１）付託案件の審査 

第 ７２号議案 大分県長者原園地の設置及び管理に関する条例の廃止について 

第 ７３号議案 旅館業法施行条例の一部改正について 

継続請願  ２ 陸上自衛隊大分分屯地における大型弾薬庫新設の中止・撤回等につい

て県議会の決議を求める請願について 
（２）諸般の報告 
   ①公社等外郭団体の経営状況について 
   ②大分県長期総合計画の実施状況について 

   ③第３次大分県環境基本計画の実施状況について 

   ④第５次おおいた男女共同参画プランの実施状況について 

   ⑤第５期大分県地球温暖化対策実行計画の改定について 
   ⑥瀬戸内海の環境の保全に関する大分県計画の改定について 

   ⑦大分県地域防災計画の修正について 

   ⑧第４４回大分県少年の船運航事業「大分県少年の翼」について 

   ⑨令和４年度大気環境、水環境、ダイオキシン類、自動車騒音及び環境放射能水準調査

結果について  

（３）その他 
 
 
３ 福祉保健部関係                      １４：３０～１５：４５ 

（１）付託案件の審査 

請  願  ４ 健康保険証の廃止の撤回を求める意見書の提出について 
（２）諸般の報告 

①大分県長期総合計画の実施状況について 
    ②おおいた子ども・子育て応援プラン（第４期）の進捗状況について 

③公社等外郭団体の経営状況等について 

④公立大学法人大分県立看護科学大学の経営状況について 

⑤公立大学法人大分県立看護科学大学の令和４事業年度の業務実績に関する評価結果に

ついて 
⑥計画等の策定・改定について 

（３）その他 
 
 
４ 協議事項                         １５：４５～１５：５５ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 
 
 
５ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

今吉委員長 ただいまから、福祉保健生活環境

委員会を開きます。 

 本日は都合により、三浦委員が欠席していま

す。 

 また、本日は委員外議員として清田議員、戸

高議員に出席いただいています。 

 ここで、委員外議員に申し上げます。発言を

希望される場合は、各説明事項及び諸報告の区

切りごとに、委員の質疑終了後、挙手し、私か

ら指名を受けた後、御発言願います。進行状況

を勘案しながら議事を進めていくので、あらか

じめ御了承願います。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案２件、請願１件及び継続請願１件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより

生活環境部関係の審査に入ります。 

 まず、付託案件の審査を行います。第７２号

議案大分県長者原園地の設置及び管理に関する

条例の廃止について、執行部の説明を求めます。 

浜田自然保護推進室長 資料２ページを御覧く

ださい。第７２号議案大分県長者原園地の設置

及び管理に関する条例の廃止について説明しま

す。 

この条例は、平成１０年度に県が九重町に設

置した長者原園地の設置及び管理について定め

たものです。 

２施設の現状ですが、約２万６千平方メート

ルの土地に駐車場や園地を設置しており、平成

３１年に九重町に譲与したオートキャンプ場と

一体的に管理運営するため、町と共同で指定管

理者を選定しています。 

３経緯ですが、平成２７年度に策定された大

分県行財政改革アクションプランにおいて、長

者原園地及びオートキャンプ場が市町村や民間

による活用が期待できる施設とされたことから、

平成３１年に、まずオートキャンプ場を九重町

に譲与しました。その後、県は駐車場内の民有

地を取得するなど、管理上の課題の解消に努め

てきました。 

４廃止理由ですが、現在、長者原園地の維持

管理に係る経費に町所有のオートキャンプ場の

収益を充てているなど、両施設は一体的な管理

運営が望ましいことから、指定管理期間満了後

の令和６年４月１日に九重町に譲与し、あわせ

て本条例を廃止します。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

 〔「なし」と言う者あり〕 
今吉委員長 委員外議員から、何か質疑等はあ

りませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第７３号議案旅館業法施行条例の一部

改正について、執行部の説明を求めます。 

若松食品・生活衛生課長 資料３ページを御覧

ください。第７３号議案旅館業法施行条例の一

部改正について説明します。 

本条例は、旅館業法の施行に関し、施設の設

置場所や衛生基準等を定めたものです。旅館業

法等の一部を改正する法律が本年６月１４日に

公布されたことに伴い、本条例を改正するもの

です。 

２法改正の概要ですが、改正のポイントにあ

るとおり２点あります。一つ目は、事業譲渡に

より事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得

を行うことなく、営業者の地位を承継できる規

定が新設されたことです。二つ目は、感染症の

まん延防止の観点から、宿泊しようとする者が

特定感染症の患者等である場合など宿泊拒否事

由が新設されたことです。 

３条例改正の概要ですが、条例第２条及び第
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３条で、法改正により新設された第３条の２第

２項を追加するとともに、条例第５条で法の条

ずれに伴う規定の整備を行うものです。 

４施行日については、改正法の施行日として

おり、１２月頃を予定しています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

 〔「なし」と言う者あり〕 
今吉委員長 委員外議員から、何か質疑等はあ

りませんか。 

 〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

次に、継続請願２陸上自衛隊大分分屯地にお

ける大型弾薬庫新設の中止・撤回等について県

議会の決議を求める請願について、執行部の説

明を求めます。 

小野危機管理室長 資料４ページを御覧くださ

い。継続請願２陸上自衛隊大分分屯地における

大型弾薬庫新設の中止・撤回等について県議会

の決議を求める請願について説明します。 

請願の内容ですが、項目１大分分屯地大型弾

薬庫新設の中止・撤回を求めること及び項目２

大型弾薬庫新設の前に住民への説明会を丁寧に

行うことについての決議を求めて、日出生台で

の米軍演習に反対する大分県各界連絡会から提

出されています。 

５ページを御覧ください。本請願が指摘する

弾薬庫新設とは、令和５年２月１７日に行われ

た浜田防衛大臣の会見で、国家防衛戦略におい

て、自衛隊の十分な継戦能力の確保・維持を図

るため、令和５年度予算で青森県と大分県に火

薬庫を整備すると説明されたことを指していま

す。我が国の外交と防衛政策に関しては、国の

専管事項であり、国において進められていくも

のと考えていますが、県では引き続き情報収集

に努めていきます。 

なお、地元鴛野校区の自治会から大分市を通

じて説明会開催の要望が九州防衛局にあり、校

区内の各自治会の会長に対し、５月に概要説明

が行われました。６ページ以降がその際に使用

された資料です。順に、大分分屯地の概要、火

薬庫等の整備、火薬庫の安全性、工事スケジュ

ール、工事における安全対策等、防衛力整備計

画抜粋が記載されています。 

県としては、国に対して周辺住民の安全・安

心の確保のため、丁寧に説明を行っていただき

たいと考えています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

嶋副委員長 弾薬庫新設に不安のある人に対し、

その解消にしっかりあたっていくことは当然の

ことですが、日本を取り巻く安全保障環境も多

くは言いませんが、戦後最も厳しく複雑なもの

になっています。 

そういう状況の中で、自衛隊の抑止力や対処

力を向上させ、武力攻撃そのものの可能性を低

下させることは大事なことであって、この弾薬

庫の増設については、我が国の安全保障上必要

なものだと思っているので、この請願について

は採択できるものではないと思っています。 

猿渡委員 私はこの請願は採択すべきと考えて

います。 

 まず、５ページの浜田防衛大臣の会見の中身

ですが、継戦能力の確保、維持を図ることを言

っていますが、要するに戦い続ける能力ですよ

ね。戦争になったときに、長期に戦い続けられ

るだけの能力を持ち、それに十分な弾薬を保存

しておかなければならないと言っているわけで

すね。もう戦争する気満々と受け取れます。 

スタンド・オフ・ミサイルを保管する可能性

があることをこの中でも言っていますが、１２

ページに弾薬等の整備とあります。Ⅱ自衛隊の

能力等に関する主要事業の７持続性、強靱性の

中身として、１２式地対艦誘導弾能力向上型等

のスタンド・オフ・ミサイル、弾道ミサイル防

衛用迎撃ミサイル（ＳＭ－３ブロックⅡＡ）、
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能力向上型迎撃ミサイル（ＰＡＣ－３ＭＳＥ）

等と書いています。 

防衛とか抑止力と言われますが、ここに書い

てあるミサイルとなると二、三千キロメートル

の長い距離を飛んだり、相手のミサイルを迎撃

したり、相手のミサイルが発射する前に攻撃を

かけることまで言われています。私はこれは憲

法に違反するものだと考えるし、抑止力で日本

を守れるとは考えていません。むしろ、戦争の

リスクが高まってしまうので、それを住民が心

配していると思います。長年、弾薬庫がある敷

戸地域に住む人から、スタンド・オフ・ミサイ

ルを保管することになると、今までとは話が違

うと、ミサイルを枕に寝ろと言うのか、ここが

一番先に攻撃されてしまうなどの不安の声が多

く聞かれています。 

私も現地に行きましたが、すぐ近くに新しい

病院も今建設されており、保育園や住宅、学校

などもあって、私は住民の安全安心を守るとい

う意味で容認できないと考えているので、この

請願は採択すべきと考えています。 

吉村委員 この請願の趣旨等については、一定

程度理解していますが、今議会において、私の

会派からもこれに関わる意見書を提出していま

す。 

 さきほど、５月に鴛野地区の各自治会長に対

して説明会が開かれたということですが、地域

住民２万世帯４万人に対する説明がまだまだ不

十分であると認識しており、大分市への説明も

十分でないと考えています。そのような中で、

ひょっとしたらここが狙われるのではないかと

危惧する住民が多くいると聞いています。した

がって、まずは地域住民に対して丁寧な説明を

しっかり行っていただき、住民からどうしても

納得いただけないのであれば、計画の見直し等

についても検討していただきたいとの思いで意

見書を提出しています。 

その意見書を踏まえた上で、今回の請願にお

ける大型弾薬庫新設の中止及び撤回については、

中止や撤回を求めるのではなく、まずは住民説

明を求めたいので、この請願の採択については

反対の立場です。 

志村委員 本会議の質問の中で、知事からも地

域住民に丁寧に説明していくという明確な答弁

もあったので、十分そこは徹底していただきた

いと思っています。 

 嶋副委員長が言われたように、周りの環境も

含めて大変厳しい状況なので、今回はしっかり

とした結論を出すべきだと思っているので、よ

ろしくお願いします。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員から質疑等はありませ

んか。 

戸高委員外議員 考えられる最大のリスクとそ

れに対する対処法までしっかりと説明すれば、

住民の理解につながるのかなと思っています。   

そこで、今後行う住民説明の中で、そういっ

た説明はどうするのか教えてください。 

小野危機管理室長 住民説明会については、現

在大分市と九州防衛局の間で調整していると聞

いています。 

 なお、安全性についてちょっと我々もどこま

でというのは分かりませんが、この資料の９ペ

ージに火薬庫の安全性についての説明があるの

で、分かりにくい部分があれば説明されるので

はないかと思っています。 

戸高委員外議員 そういう話ではない。例えば、

敵に狙われた場合、最大でどれぐらいの被害が

出るかという説明です。 

小野危機管理室長 仮定の話なのでちょっとそ

こは分かりかねます。申し訳ありません。 

今吉委員長 委員外議員からほかにありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より、本請願の取扱いについて協議します。い

かがでしょうか。(「決を取ってください」と

言う者あり) 

今吉委員長 それでは、挙手による採決を行い

ます。 

本請願は、採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。 

〔賛成委員挙手〕 
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今吉委員長 賛成少数です。 

よって、本請願は不採択とすべきものと決定 

しました。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

 次に執行部から報告の申出があるので、これ

を許します。①から⑤の報告をお願いします。 

若松食品・生活衛生課長 資料１３ページを御

覧ください。生活環境部が所管する公社等外郭

団体の経営状況等を報告します。 

当部が所管する団体のうち、地方自治法に基

づき、今議会へ議案として経営状況等を報告す

る団体は１団体で、資料左側の赤枠の団体です。

その他、議案の対象ではないものの、大分県公

社等外郭団体に関する指導指針に基づき指導監

督を行っている団体は１団体で、資料右側の赤

枠の団体となります。 

１４ページの左側を御覧ください。食品・生

活衛生課が所管する公益財団法人大分県生活衛

生営業指導センターの経営状況を報告します。 

項目２のとおり、県の出資金は２００万円、

出資比率は４０％となっています。 

項目３の事業内容ですが、本センターは法律

に基づき、都道府県生活衛生営業指導センター

として指定された団体です。主な事業内容とし

ては、飲食業や旅館業など生活衛生関係営業に

対する相談や指導、後継者育成支援、経営指導

のための調査などを行っています。 

項目４の４年度決算状況ですが、下線を引い

ている当期正味財産増減額は１０４万９千円の

赤字となっています。これは、令和４年度に行

われた包括外部監査での指摘を受け、賞与引当

金を設定したことによるものです。赤字は一時

的なものであり、今年度の正味財産増減額は黒

字になる見込みです。 

項目５の問題点及び懸案事項ですが、今後、

事業者に対する支援とともに、組合への加入率

を増やす必要があります。 

項目６の対策及び処理状況ですが、融資や各

種補助金活用のため弁護士、税理士、社会保険

労務士等によるサポートチームと連携した相談

指導を行うとともに、組合加入のメリット等を

まとめたパンフレットを新規開業者等に配布す

るなど、組合への加入促進に向けた取組を行っ

ていきます。 

嶋﨑循環社会推進課長 次に、資料右側を御覧

ください。循環社会推進課が所管する公益財団

法人大分県環境管理協会の経営状況を報告しま

す。 

項目３の事業内容ですが、この法人は浄化槽

法第５７条の規定に基づき、知事が浄化槽の水

質に関する検査の業務を行う者として指定した、

県内唯一の指定検査機関です。 

項目４の４年度決算状況ですが、左側一番上

の経常収益は４億５，２２８万２千円となって

おり、下線を引いている当期正味財産増減額は

１，８０４万５千円の増額となっています。  

項目５の問題点及び懸案事項ですが、法定検

査とは浄化槽管理者に義務付けられたもので、

浄化槽の維持管理が適正に行われているか、本

来の機能が発揮され適切に排水処理が行われて

いるかを確認するものであり、この受検率につ

いては４０％台を推移しており、その向上が課

題であると考えています。 

項目６の対策及び処理状況ですが、今後の受

検率向上の取組として、浄化槽法の改正に伴い

令和５年３月に新たに設置した法定協議会等を

活用し、関係機関と連携して効率的な法定検査

の実施に不可欠である浄化槽台帳の整備や未受

検者への指導を推進します。あわせて、受検率

の低い単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

転換を促進するため、関係機関と連携して各種

啓発や普及活動等も実施していきます。 

今後も当協会と連携を図りながら、浄化槽維

持管理の強化及び合併処理浄化槽への転換促進

に努めていきます。 

河野生活環境企画課長 資料１５ページを御覧

ください。大分県長期総合計画の実施状況につ

いて説明します。 

これは、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例に基づき、施策ごとの評価結

果を報告しているものであり、詳細は議案書別

冊の大分県長期総合計画の実施状況についての

とおりですが、本日はその概要について本委員

会資料によって説明します。 
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また、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイドブックス）

の福祉保健生活環境委員会のフォルダ内に、ま

ち・ひと・しごと創生大分県総合戦略基本目

標・施策ＫＰＩ達成状況の資料もあります。こ

れは、大分県長期総合計画の実施状況に記載し

ている目標指標から総合戦略に関する部分を抜

粋したものなので、後ほど御覧ください。 

それでは、１６ページを御覧ください。施策

ごとに設定した①指標による評価、②指標以外

の観点からの評価、③施策に対する意見・提言

により、５９施策をＡからＤの４段階で、総合

的に評価した結果を記載しています。施策の進

捗が、順調に進んでいるＡ評価及び概ね順調に

進んでいるＢ評価の合計は、表の上から３行目

にあるように５３施策となっており、前年度に

比べ４施策増加しています。これは、うつくし

大行動における集団での活動が復活したことな

どによるものです。一方、やや遅れているＣ評

価は６施策にまで減少しており、そのうち５施

策は観光分野など人流に関係する指標等が含ま

れるものであり、コロナの影響が減少した令和

５年度以降は評価の改善が見込まれます。 

次に、１７ページを御覧ください。参考とし

て、目標指標の進捗状況を記載しています。こ

れは、プラン２０１５の各施策に設定された９

９の目標指標の達成状況を示したもので、さき

ほど説明した総合評価の判断基準の一つとなっ

ています。達成率が９０％以上の達成及び概ね

達成であったものは、前年度より４指標増えて

７５指標となっています。 

次の１８ページには、令和４年度に実施した

事務事業評価である、主要な施策の成果（事務

事業評価）について概要を記載しているので、

後ほど御覧ください。 

続いて、１９ページを御覧ください。総合評

価の施策別一覧表ですが、１９ページにⅠ安心、

２０ページにⅡ活力、２１ページにⅢ発展と分

野別に掲載しています。この中で、生活環境部

に関する施策は赤枠で囲った部分になりますが、

Ⅰ安心分野の政策欄４恵まれた環境の未来への

継承～おおいたうつくし作戦の推進～（１）か

ら（４）までの四つの施策、５安全・安心を実

感できる暮らしの確立のうち（３）から（５）

までの三つの施策、６人権を尊重し共に支える

社会づくりの推進の施策、７多様な主体による

地域社会の再構築のうち（２）の施策、８強靱

な県土づくりと危機管理体制の充実のうち

（２）、（３）、（４）の三つの施策、次の２

０ページになりますが、Ⅱ活力分野の政策欄７

女性が輝く社会づくりの推進の施策、次の２１

ページになりますが、Ⅲ発展分野の政策欄１生

涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」の

創造のうち（６）の施策となっています。 

以上、１４の施策が生活環境部に関する施策

であり、目標の達成に向けて取組を進めていま

す。それぞれの施策において設定している指標

の中で、目標を達成している指標、逆に未達成

の指標について、主なものを説明します。 

２２ページを御覧ください。まずは、目標を

達成していない指標です。施策名、食の安全・

安心の確保です。中段のⅡ目標指標のⅰ食中毒

発生件数で、達成度は３３．３％となっていま

す。一番下のⅢ指標による評価のⅰに記載して

いるとおり、近年全国的に増加傾向にあり、令

和４年の全国の食中毒事例として最も多い寄生

虫のアニサキスによる食中毒が、県内でも４件

発生したことなどにより、目標達成できなかっ

たものです。 

２３ページを御覧ください。今後については、

一番下のⅦ総合評価と今後の施策展開について

の二つ目のポツになりますが、アニサキス食中

毒はサバ、アジ等の魚介類の生食が原因である

ため、食品衛生責任者への講習会や飲食店・魚

介類販売店の監視時に、魚の内臓の早期除去や

虫体の目視確認について、指導と啓発を行い予

防を図ります。あわせて、これまでの細菌やウ

イルス等を原因とする食中毒の予防も継続し、

食の安全・安心の確保を進めていきます。 

続いて、２４ページを御覧ください。目標を

達成していない指標で、施策名、災害に強い人

づくり、地域づくりの推進です。Ⅱ目標指標の

ⅰ自主防災組織避難訓練等実施率及び津波浸水

想定区域内における自主防災組織避難訓練等実

施率の達成度はそれぞれ７７．３％と８０．
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４％となっています。これは、一番下のⅢ指標

による評価のⅰにも記載していますが、防災啓

発動画のＣＭやＹｏｕＴｕｂｅ等による配信、

防災研修等のオンライン開催など、個人や世帯

の防災意識を醸成し、日常から防災について考

える機会を創出したものの、新型コロナウイル

ス感染症のため訓練等の中止が相次いだためで

す。 

２５ページを御覧ください。今後は、一番下

のⅦ総合評価と今後の施策展開についての一つ

目のポツに記載したとおり、訓練が低調な地域

に対して、地元防災士会などとの協働による避

難訓練の実施など、地域に根ざした防災活動の

支援に取り組みます。 

続いて、２６ページを御覧ください。目標を

達成している指標です。施策名、地球温暖化対

策の推進です。Ⅱ目標指標のⅰ温室効果ガス排

出量の達成度は１２７．３％となっています。

なお、本排出量は資源エネルギー庁の都道府県

別エネルギー消費統計等のデータに基づき算出

した数字となります。現在、公表されている最

新の統計情報が令和２年度のものであるため、

令和４年度の目標値と実績値は直近の令和２年

度の数値となります。目標を達成した要因とし

て、一番下のⅢ指標による評価のⅰにも記載し

ている家庭エコ診断等の実施や、省エネ・節電

に関する行動や意識が広がったことに加え、令

和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に起因する製造業の生産量の減少、自動車や

航空機による旅客等の輸送量が減少したことが

挙げられます。 

２７ページを御覧ください。今後については、

一番下のⅦ総合評価と今後の施策展開について

の一つ目のポツに記載したとおり、２０３０年

度の温室効果ガス削減目標達成に向けて、後ほ

ど説明させていただく第５期大分県地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）に基づき、県民や

企業と一体となった取組を全庁を挙げて取り組

みます。 

続いて、２８ページを御覧ください。目標を

達成している指標です。施策名、大規模災害等

への即応力の強化です。Ⅱ目標指標のⅰ県民安

全・安心メール及び防災アプリの登録数の達成

度は１２９．２％となっています。これは、一

番下のⅢ指標による評価に記載しているとおり、

登録を促進するテレビＣＭやＳＮＳ等を活用す

るとともに、防災活動推進講演会などの各種イ

ベントでチラシを配布したことなどにより目標

を達成しています。 

２９ページを御覧ください。今後は、一番下

のⅦ総合評価と今後の施策展開についての二つ

目のポツに記載したとおり、住民の早期避難の

習慣化を図るため、メールや防災アプリの登録

促進に加え、防災ＶＲ、啓発動画などを活用し、

防災知識や意識の向上に取り組みます。 

以上で、大分県長期総合計画の実施状況につ

いての説明を終わります。 

田崎うつくし作戦推進課長 続いて、資料３０

ページを御覧ください。第３次大分県環境基本

計画の令和４年度における実施状況について説

明します。 

本計画は、大分県長期総合計画の部門計画と

して平成２８年度にスタートした第３次の環境

基本計画で、目指すべき環境の将来像を天然自

然が輝く恵み豊かで美しく快適なおおいたとし、

五つの基本目標を掲げ施策を展開しています。 

３１ページをお開きください。１計画に定め

た環境指標の評価結果を御覧ください。基本目

標ごとに計５３指標を定め、毎年進捗を管理し

ています。令和４年度は達成が３０指標、概ね

達成が１５指標で、全体の８４．９％を占めて

おり、計画達成に向けおおむね順調に進捗して

いるものと考えています。 

２環境指標ごとの評価結果を御覧ください。

この中から、目標を達成している指標及び未達

成の指標について、主なものを説明します。 

まず、目標を達成している指標です。７番ジ

オガイドの活動回数は、コロナ禍の影響を受け

た令和３年度の５６回から１６０回と大幅に増

加し目標を上回りました。ツアーの実施回数が

増加したことが大きな要因です。今後もさらな

る来訪者の増加につながるよう、情報発信や普

及啓発に取り組んでいきたいと思います。 

次に、未達成となっている指標です。依然と
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してコロナの影響を受け、多数の人を集めて行

う環境保全活動や環境関連イベント等が自粛さ

れたことに伴い、次の３２ページの２６番海岸

清掃参加者数や３３ページの４８番グリーンツ

ーリズム宿泊延べ人数などのように実績が低迷

したものがありました。なお、そうした中であ

りながら、一昨年に比べると参加者数も増えて

きており、県としても引き続き環境保全活動等

の促進に取り組みます。 

また、コロナとは関係なく未達となっている

指標として、左側の３６番エコアクション２１

登録件数については、脱炭素に積極的に取り組

む事業者を認証する国の制度ですが、中小企業

者にとっては取得のハードルが高く、認証事業

者が増えていないのが現状です。そのため、エ

コアクション２１の簡易版である県単独のグリ

ーン事業者認証制度を７月補正予算で承認いた

だきました。ある程度環境に配慮した経営に慣

れてもらいステップアップを促し、エコアクシ

ョン２１の登録につなげていきたいと考えてい

ます。 

木内県民生活・男女共同参画課長 ３４ページ

を御覧ください。第５次おおいた男女共同参画

プランの実施状況について説明します。  

本プランは、令和３年度から７年度を計画期

間とし、総合目標に男女共同参画社会の実現を

掲げ、様々な取組を行っています。 

３５ページを御覧ください。令和４年度の実

施状況について報告します。この表は、令和４

年度の実績が調査等により確認できている２１

の指標を示しています。そのうち、８番の女性

が輝くおおいた推進会議の女性活躍推進宣言企

業数については、経済団体と連携した働きかけ

により累計で２７６社に達し、既に令和７年度

の目標を達成しています。各宣言企業では、育

休を取得しやすい職場づくりなどに取り組み、

建設業においては女性技術者の採用や就労環境

の整備なども進めています。一方、その上の７

番、雇用者のうち管理的職業従事者に占める女

性の割合は１２．５％で、達成率は５９．５％

となっています。令和４年度に実施した労働福

祉等実態調査では、女性の管理職登用が進まな

い理由として、約半数が家庭との両立が難しい

と回答しており、働く場において両立できる環

境が整っていないことが背景にうかがえます。

そのため、新たに導入した県独自の認証制度で

は、管理職に占める女性の割合などを基準とし、

企業の取組を支援しながら認証取得を進めてい

くこととしています。 

引き続き、令和７年度の目標達成に向け、県

民、市町村、企業、関係団体等とオールおおい

たでさらなる取組を進めます。 

後藤脱炭素社会推進室長 ３６ページを御覧く

ださい。第５期大分県地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）の改定について説明します。 

初めに計画の概要についてですが、本計画の

目的は、２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロ

に向けた県全体の中期的な温室効果ガス削減目

標を示すとともに、温室効果ガス削減対策の緩

和策と気候変動の影響による被害を回避、軽減

する適応策の取組を明らかにするものです。本

計画の計画期間は２０２５年度までとなってお

り、削減目標は２０２５年度及び２０３０年度

を設定しています。 

続いて、計画における三つの方向性です。一

つ目は、環境と経済・社会のバランスを保ちな

がら、県民や企業と一体となった取組の推進、

二つ目は、地域資源を有効活用するとともに、

地域の課題解決につなげる取組の推進、三つ目

は、新たな経済成長の契機となる環境対策をビ

ジネスチャンスにつなげるための取組の推進で

す。２０２５年度及び２０３０年度の削減目標

の達成に向け、以上の方向性に沿った緩和策及

び適応策を実施します。 

最後に主な改定内容ですが、ポイントは三つ

です。一つ目は、令和３年１０月に改定された

国の地球温暖化計画において、２０３０年度の

温室効果ガス削減目標が２６％から４６％に上

方修正されたことです。これに伴い、国の計画

に即して設定していた従来の家庭、業務、運輸

の３部門の目標を見直し、新たに産業部門等の

目標を設定しています。産業部門における削減

目標は、国の計画では３８％ですが、本県では

コンビナートを有するものづくり県である実情
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に即して２６％としました。 

二つ目は、削減目標の改定にあわせ、情報の

更新や施策の追加、更新を行いました。 

三つ目は、気候変動適応法に定める地域気候

変動適応計画としての本計画の位置付けを明確

化するため、現行計画の名称である第５期大分

県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に大

分県気候変動適応計画を併記することとしまし

た。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

若山委員 ３６ページの第５期地球温暖化対策

実行計画についてですが、産業部門の削減目標

について、現時点ではものづくり県であること

を加味して低く抑えていくということですが、

この計画が終わった段階で何年後かには当然国

の基準に持っていくと思っています。若しくは、

それ以上の目標を設定して推進することになる

と思いますが、いつの時点までに国の目標に近

づけるというか、一緒になるという具体的な時

期はあるのでしょうか。 

後藤脱炭素社会推進室長 現時点でいつまでに

とは言えないですが、２０３０年度以降に水素

等の技術革新が実施されると聞いています。そ

れ以降に、大分県としても加速度的に進めてい

きたいと思っています。 

嶋副委員長 ２４ページの防災士資格取得者数

の令和６年度の目標が１万６千人になっていま

す。防災士資格取得者数を増やしていくのも大

事ですが、災害に対する情報や教訓などは日々

更新されるものであり、防災士の知識と技能両

面のスキルアップが求められていると思います。

私も防災士の資格を持っていますが、試験以来

全く研修を受けておらず反省しています。この

防災士のスキルアップ研修についてはどのよう

に考えているかを聞かせてください。 

後藤防災対策企画課長 副委員長御指摘のとお

り、防災士の資格取得後のスキルアップがキャ

リアアップも含めて重要だと考えていて、現在、

スキルアップ研修やキャリアアップ研修といっ

た形で実施しています。 

 一方で、そういった情報が防災士に全部流れ

ていないんじゃないかということで、今年、各

市町村に対してどういったＰＲをしているのか

をアンケート調査しました。調査結果を見ると

市町村によって濃淡があって、しっかりと情報

を防災士にフィードバックしているところもあ

れば、地元の自主防災組織に話をしているとこ

ろもありました。 

 そういったことも含め、今からしっかり防災

士のキャリアアップ、レベルアップを図ってい

きたいと考えています。 

嶋副委員長 地域で濃淡があるということです

が、災害の多い時代であって、どの地域でも災

害が起こる可能性はあるわけで、こうしたスキ

ルアップ研修の実施なども目標に定めて、しっ

かり取り組むことが大事だと思いますがいかが

ですか。 

後藤防災対策企画課長 スキルアップ研修の実

施は目標値の指標には入っていませんが、防災

士や自主防災組織の活動が低調なところには、

避難させ隊を派遣しています。その避難させ隊

の活動を他の自主防災組織に対して、こういう

研修や避難訓練をやっていますよと横展開して

いく取組も今しています。 

 御指摘のとおり、目標指標には入っていませ

んが、そういったことは十分認識してやってい

きたいと考えています。 

岡本理事兼防災局長 若干補足します。 

 これまでもたびたび委員会の中で防災士の養

成に加え、防災士の活動やスキルアップ等の意

見をいただいたので、現在策定が始まっている

大分県新長期総合計画の中で目標値に入れるこ

とも十分検討します。（「よろしくお願いしま

す」と言う者あり） 

今吉委員長 指標に入れてください。 

穴見委員 私も２４、２５ページの災害に強い

人づくり、地域づくりの推進についてです。 

２５ページに消防団員について記載がありま

す。私は大分市の選出で、大分市も消防団の充

足率が１００％に満たないところが多くて、こ

こ数年確保に向けて苦戦している印象を持って

います。 
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市町村の取組が主になってくるのかもしれま

せんが、県として消防団員確保に向けた考え方

や取組を少し詳しく教えていただけたらと思い

ます。 

姫野消防保安室長 消防団員の確保についてお

答えします。 

県としては、消防団員の確保に努めている状

況をまず地域から詳しく伺い、今、地域で担い

手が不足している中で、市町村それぞれの実態

に沿って、いかにして確保していくかを一緒に

考えています。 

今、機能別消防団員や女性消防団員などの新

たな担い手の確保に向けた支援として、県とし

て補助制度を設けているほか、消防団に興味を

持ってもらえるような情報発信にも力を入れて

行っています。（「よろしくお願いします」と

言う者あり） 

吉村委員 一つ部長に伺います。気候変動や地

球温暖化問題を抱えながらいろんな取組をして

いるかと思いますが、県庁として県の職員が日

頃どんなことを具体的にやっているのかを聞か

せてください。 

高橋生活環境部長 質問は県庁職員個人の話で

すか。（「県庁全体としてです」と言う者あり） 

県では全庁的に対策本部を設けていて、知事

がトップになって、各部長がそれぞれのセクシ

ョンで各所属でできる施策等を検討して、それ

を今回のような実施計画にまとめて事業を進め

ています。 

 個人がどんなことをしているかはお答えしか

ねますが、そういうことでよろしいですか。 

吉村委員 質問がうまく伝わらなくてすみませ

ん。 

 それぞれの課で具体的に実施している取組―

―例えば、プラスチックの弁当箱については分

別をきちっと課内でやっているとかですね。 

高橋生活環境部長 県庁が一事業所としてどう

いうことをやるかについては、第５期大分県地

球温暖化対策実行計画の中に事務事業編があっ

て、その中で例えば、電力や水の使用を抑えよ

うとか、あるいはコピーの枚数を減らそうとい

うことについて目標を定めてやっています。 

 おおむね目標に沿ってできていますが、例え

ば、コピーの枚数が少し増えているとか、電力

が増えたり、コロナの影響でごみが増えたとか、

そういう状況が少しあるので、計画に沿って全

体をチェックしています。 

吉村委員 県として施策を県民に提案している

立場として、県職員も頑張っていることを発信

してもいいのかなと思ったので。ありがとうご

ざいます。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

戸高委員外議員 一つ確認です。 

今年５月に中央防災会議で防災基本計画の修

正が決定されたと思います。その中で、新たに

災害ケースマネジメントという項目を都道府県

に位置付けたとありました。内容を見ると、第

５期大分県地球温暖化対策実行計画の三つの方

向性の中で、１が関係する部分で記載されてい

るのかなと思いましたが、その辺の中身を教え

てください。 

後藤防災対策企画課長 それに関しては、報告

⑦大分県地域防災計画の修正についてで説明す

るので、その際でよろしいですか。（「分かり

ました」と言う者あり） 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、次に⑥か

ら⑨の報告をお願いします。 

北村環境保全課長 資料３７ページを御覧くだ

さい。瀬戸内海の環境の保全に関する大分県計

画の改定について説明します。 

この計画は、左上に記載している瀬戸内海環

境保全特別措置法に基づき国が策定する瀬戸内

海環境保全基本計画に基づき、関係１３府県が

計画を定めるものです。 

資料右上を御覧ください。令和３年６月に瀬

戸内海環境保全特別措置法が改正され、基本理

念に気候変動の観点が追加されるとともに、栄

養塩類管理制度の創設、自然海浜保全地区の指

定対象の拡充及び海洋プラスチックごみ等の対

策の推進が盛り込まれました。これを受けて令



- 10 - 

和４年２月に国の基本計画が変更されたため、

今回、県計画の見直しを行いました。 

県計画の概要について、下側の紫色の枠を御

覧ください。今回新たに追加した項目を赤字で

記載しています。栄養塩類の管理等、プラスチ

ックごみ対策の推進、気候変動への対応を含む

環境モニタリング等を盛り込みました。 

計画期間は国の基本計画と同様でおおむね１

０年とし、５年をめどに点検し、必要に応じて

内容の見直しを行います。 

スケジュールは右下に記載のとおり、環境省

の同意を受けた後、１０月頃に策定・公表する

予定としています。 

後藤防災対策企画課長 資料の３８ページを御

覧ください。大分県地域防災計画の修正につい

て説明します。 

 ８月３１日に大分県防災会議を開催し、大分

県地域防災計画の修正案が承認されたので、概

要について報告します。 

主な修正は、大きく二つの柱となっています。 

まず一つ目は、国の防災基本計画の修正内容

の反映です。官民連携による被災者支援の充

実・強化を図るため、ＮＰＯやボランティア等

の活動支援や活動調整を行う災害中間支援組織

の育成等に努めることを追記しています。また、

長周期地震動階級に係る情報伝達や障がい者の

情報取得等に係る施策の推進について、反映し

ています。 

二つ目は、県等の防災関連施策の進展による

修正です。安否不明者の氏名の公表に関する方

針について、国が令和５年３月に策定した指針

を踏まえ、県の公表基準を見直しています。ま

た、災害時備蓄物資の品目に係る要配慮者等へ

の配慮や、緊急通行車両の確認標章等に関する

災害前の交付時期の変更、大分県地震・津波防

災アクションプランの計画期間の延長を行って

います。 

松原私学振興・青少年課長 資料３９ページを

御覧ください。第４４回大分県少年の船運航事

業大分県少年の翼について説明します。 

本年度は昭和５５年の事業開始以降、初めて

飛行機を利用する少年の翼として、８月５日か

ら８日にかけて、沖縄県での環境学習など様々

な現地研修を予定していました。しかしながら

台風第６号の影響により、出発直前の８月３日

にやむなく中止を決定しました。本事業を楽し

みにしていた子どもや保護者からは、代替研修

をしてほしいといった要望があり、また研修を

支える運営スタッフからも、同じプログラムで

研修を実施してほしいという意見を多数いただ

きました。そのため、当初の研修に参加予定で

あった方を対象にアンケート調査を実施したと

ころ、回答があった方の約９割が、冬休みに沖

縄県での代替研修を希望していることが分かり

ました。こうしたことから、代替研修を冬休み

中の１２月２３日から２６日までの３泊４日の

日程で、沖縄県で実施することとしました。参

加予定者数は本日現在で２７１名となっており、

当初研修と同規模となる見込みです。なお、海

に入る研修を見直すなど、適切な運営内容と運

営体制を整え、健康と安全に配慮した内容とし

ます。 

北村環境保全課長 資料４０ページを御覧くだ

さい。令和４年度大分県における大気環境等の

調査結果について、主な項目を報告します。な

お、調査結果には中核市である大分市のものも

含まれます。 

まず、１大気環境についてです。（１）大気

環境常時監視測定結果の概要ですが、光化学オ

キシダントが環境基準未達成でした。光化学オ

キシダントの環境基準は、１時間当たりの値が

０．０６ｐｐｍ以下とされており、これを超過

した時間が僅かにあったため未達成となりまし

た。基準以下であった時間の割合は約９５％で、

注意報の発令基準である０．１２ｐｐｍ以上が

継続する状態はありませんでした。 

（２）有害大気汚染物質調査結果の概要につ

いてです。環境基準は全て達成しましたが、努

力目標である指針値が定められている１，２－

ジクロロエタンは、１か所達成しませんでした。

原因施設に対して排出量削減等の指導を行って

います。 

次に、２水環境についてです。（１）公共用

水域の水質測定結果の概要について、①健康項
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目は、合計９９地点のうち四つの河川の５地点

でヒ素が環境基準を超過しましたが、これは上

流域の休廃止鉱山や温泉に起因する自然由来の

ものと思われ、水道水等に影響は生じていませ

ん。 

次に②生活環境項目については、合計６４水

域で調査した結果、４水域で環境基準が未達成

でした。原因としては、少雨傾向による藻類の

繁殖等の影響が考えられますが、引き続き調査

し、注視します。 

次に、４１ページの（２）地下水の水質測定

結果の概要については、７２本の井戸のうち１

４本でヒ素等の環境基準超過がありました。い

ずれも所有者等に連絡し、飲用しないよう指導

しています。 

次に３ダイオキシン類については、大分市の

地下水１地点で環境基準超過があり、大分市が

井戸所有者に飲用しないよう指導しています。 

資料右側の４自動車騒音の調査結果について

は、主要幹線道路に面しており騒音の影響を受

ける地域の住居９万６，７０１戸のうち９７．

５％の住居等で、昼夜ともに環境基準を達成し

ています。 

５環境放射能水準調査では、測定項目のいず

れも異常はありませんでした。本県の環境はお

おむね良好な状態で推移しており、環境基準未

達成の箇所についても指導や対応を行っており、

今後も注視します。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

猿渡委員 ３７ページで、新しく加わった栄養

塩類の管理等というのは具体的にはどういうこ

とをするのか。 

北村環境保全課長 瀬戸内海環境保全特別措置

法が制定される前は、工場排水がたくさん出て

非常に水質が悪く、その改善を目的にこの法律

が制定されましたが、最近はきれいになり過ぎ

たことが問題になっています。 

 特に兵庫県など工場がたくさんあるところが、

水質が良くなり過ぎて魚が捕れなくなったので、

水質１から７に応じて独自に栄養塩類を管理す

ることで、もう少し基準内で緩めて排水する計

画を独自にやってもいいよということで改正さ

れました。 

嶋副委員長 大分県少年の船運航事業ですが、

長年にわたって未来の大分県を担う青少年の育

成に大きな成果を上げてきた事業です。 

残念ながら、この夏は台風の影響で中止とな

りましたが、冬休みに代替実施をするというこ

とで、アンケートの実施も含めて皆様の決断に

敬意を表し、感謝申し上げます。 

参加予定の子どもも青少年の関係団体の皆さ

んも大変喜んでいます。そうした皆さんに代わ

って感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

今吉委員長 １点いいですか。船から翼になぜ

変わったのですか。前は船だったのに。 

松原私学振興・青少年課長 チャーター船の運

航会社が運航事業を中止してしまい、今船が使

えない状態になりました。 

今吉委員長 分かりました。ありがとうござい

ました。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 予定している案件は以上ですが、この際ほか

に何かありませんか。 

猿渡委員 県民から要望がありました。 

 一つは、高齢者の運転免許証の自主返納を応

援する事業が市町村を中心にあるかと思います。

県のホームページを見ると、自主返納を応援す

る市町村のいろいろな事業が上がっていますが、

県の補助事業はないのでしょうか。もしあれば、

その中身を教えてください。 

河野生活環境企画課長 高齢者の運転免許証の

自主返納事業への質問です。 

 運転免許証自主返納の事業については、各市

町村において、例えばタクシーチケット等を配

布するなどの事業をしています。 

県は、これに対する補助事業を現時点では行
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っていません。事情によっては車がないと生活

できない方もいると思うので、どうしても返納

せざるを得ない方については、各市町村の事業

を見守りながら県として対応していきたいと考

えています。 

猿渡委員 タクシー協会等が行っているタクシ

ーの１０％割引とかもありますが、交通安全の

面もあるし、車を保有するよりも環境面でもい

いと思うので、タクシーへの補助がもっと充実

するとありがたいという声をもらっています。

市町村やタクシー協会と連携して、大分県とし

てもタクシーに対する助成の検討をお願いした

いのですがどうですか。 

河野生活環境企画課長 タクシーへの助成は市

町村で行っているところもあるし、同じく公共

交通機関であるバスの回数乗車券を配布してい

る市もあると伺っています。その辺の状況を県

としてもよく調査をして、今後どういうことが

できるかも含めて検討していきたいと思います。 

猿渡委員 もう一つ、交通安全の面でお願いし

ます。 

ボランティアの交通指導員について、学校の

前で子どもに声をかけながら大変努力いただい

ていますが、その声のかけ方が若干気になって

います。やはり、教育的観点から気持ちよく子

どもが通学できるように、声のかけ方も研修の

中でやっていただきたいと思います。これは要

望です。 

河野生活環境企画課長 交通指導員に関しては、

今後また研修を行いたいと考えています。警察

署の方にも来ていただき、いろんな交通法規の

改正の話もしていただく中で、委員が御指摘の

点についても話をする方向で、研修の中に取り

入れたいと思います。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これをもって生

活環境部関係を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 

〔生活環境部退室、福祉保健部入室〕 

 

今吉委員長 これより福祉保健部関係の審査に

入ります。 

 本日は都合により、三浦委員が欠席していま

す。 

本日は委員外議員として清田議員、戸高議員

に出席いただいています。 

 それでは、付託案件の審査を行います。 

まず、請願４健康保険証の廃止の撤回を求め

る意見書の提出について、執行部の説明を求め

ます。 

一丸国保医療課長 資料の２ページを御覧くだ

さい。請願４健康保険証の廃止の撤回を求める

意見書の提出について説明します。 

国は２０２４年秋に健康保険証を廃止し、マ

イナンバーカードと一体化させたマイナ保険証

に切り替えると発表しています。 

今回の請願は、マイナンバーカードの取得や

更新手続を自身で行うことが困難な高齢者が多

くいること、マイナ保険証やシステムの不具合

による様々なトラブルが医療現場で生じている

ことから、現行の健康保険証の廃止を撤回する

よう国へ意見書の提出を求めるものです。 

現在、国において国民のマイナ保険証に対す

る不安を払拭するため、様々な対策が検討され

ています。まず、現行の健康保険証が廃止され

た後も、全ての被保険者が安心して保険診療を

受けられるよう、当分の間、マイナ保険証を保

有していない全ての方に、申請によらず資格確

認書を交付するとしているほか、継続的に必要

と認められる場合は、更新時にも同様に申請に

よらず交付することとしています。 

また、マイナ保険証の保有者が自身の被保険

者資格の情報等を簡単に把握できるよう、氏名、

被保険者等番号、負担割合等を記載した資格情

報のお知らせを交付し、医療機関等でオンライ

ン資格確認が行えない場合には、この資格情報

のお知らせとマイナ保険証を提示することなど

により、資格確認を行うとしています。 

国は、マイナ保険証は自身の診療や薬剤、特

定健診の情報等を確認することができ、より適

切な医療を受けられるメリットがあるとしてお

り、県としては、こうした点について国民に丁
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寧に説明するよう国に要望しています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

猿渡委員 私は採択すべきと考えています。 

 この請願にあるように、マイナ保険証の更新

手続を忘れた場合などは、窓口で医療費が全額

自己負担となる場合も出てきます。手続につい

ては、これまでのように保健所が自動的に通知

を送ってくるわけではないので、手続を忘れた

場合やそれがなかなかできない高齢者の場合、

あるいは高齢者施設に入所している方の９割は

代理申請が不可能であるため、その多くが医療

を受けられなくなることが心配されています。

医療現場からも往診などにカードリーダーを持

っていけないとか、小さい病院ではカードリー

ダーの環境整備がなかなかできていないことも

あって、来年１０月１日から現行の保険証を廃

止してしまうと、現場が本当に混乱してしまう

という声が上がっているので、ぜひ地域医療を

守っていく点からも、現行の保険証を存続する

ことは大事だと思います。 

また、ひも付けできていない人が４０万件を

超えているという情報もあるし、本人が書いた

名前と住民票の住所が合わなくて本人と特定で

きないことも多数あります。市役所でも大変な

事務作業になるし、ぜひ採択すべきだと思うの

で、よろしくお願いします。 

嶋副委員長 この件については国民の中に様々

な不安があるのは事実だと思いますが、国は国

民の不安を払拭するための措置が完了すること

を前提として、取り組んでいくとしています。 

 それから、説明があったとおり現行の保健証

が廃止された後も一定期間猶予を設けてくれる

ということですから、しっかり国民の不安を払

拭してくれると確信しているので、この請願は

採択すべきではないと思います。 

若山委員 私は採択すべきだ思います。 

 猿渡委員の話にもあったとおり、早急に進め

るのではなく、きちっとやっていくことが前提

であると思います。国はそれに向けて手当をし

ていると思いますが、それであれば、医療機関

や高齢者施設の高齢者等についての整備ができ

たときに、現行の保険証を切り替えていくこと

が一番いい方法だと思うので、現時点では保険

証の廃止は撤回すべきだと思っています。 

吉村委員 同じような意見になりますが、マイ

ナンバーカードやマイナ保険証についてはいろ

んな課題があって、今総点検を行っていると思

います。マイナンバーカードそのものが任意で、

約２千万人がまだ作成していない状況のときに、

その方々に対して資格確認書を提供する意味は

何だろうと思うわけですね。２千万人に資格確

認書が提供される手間暇とか予算を考えると、

現行の健康保険証を使えばいいじゃないかと思

うし、国や県が誰一人取り残さないデジタル社

会の実現を目指すときに、高齢者や障がい者に

とって現行の保険証がなくなることはどうなん

だろうと思うので、私も請願の採択には賛成で

す。 

志村委員 今の話の中でいろいろな課題がある

のは承知していますが、その対応については政

府がしっかり今取り組んでいると思います。 

臼杵市に、うすき石仏ねっとというものがあ

ります。これは臼杵市の医師会、薬剤師、そし

て介護施設等が全てネットワークで今つながっ

ています。これを１枚持っていれば、病気や今

何の薬を飲んでいるのかが全て分かり、この薬

をジェネリック医薬品に変えてくださいという

案内も来るぐらい非常に進んだシステムです。 

日本には早くこういう時代が来ないといけませ

ん。だから、マイナンバーカードを作り保険証

と結び付けて、いろいろな意味で利便性を高め、

効率のいい社会生活ができる時代に早くしない

といけない。 

 したがって、やっぱり一つ区切りをつけなが

ら国民全体がしっかりと一つの目標に向かうこ

とが大事だと思います。このことは、大分県は

もちろん日本全体でも進めている動きなので、

申し上げておきます。 

若山委員 ちなみにマイナンバーカードを否定

しているわけではなくて、活用されることは大

賛成ですが、それに向けて取り組んでいく段階

で、今時点で廃止するのはまだ早いとの思いで
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す。 

猿渡委員 マイナンバーカードの取得は国もあ

くまで任意と言ってきているので、現行の保険

証の廃止は押し付けになります。 

 今年の６月７日に私たちが県内所管事務調査

で大分県立病院を訪問したときに、私はこの問

題について質問しましたが、病院長が安全やセ

キュリティが担保されないと簡単に進められな

いという趣旨のことを言われていました。 

 ですから、私はあと１年ではやはり準備が整

わないと思うし、拙速過ぎるという意見もたく

さん聞いているので、採択すべきと考えていま

す。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員から、何か質疑等はあ

りませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より本請願の取扱いについて協議します。いか

がしましょうか。 

嶋副委員長 採決してください。 

今吉委員長 それでは、挙手による採決を行い

ます。 

本請願は、採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。 

〔賛成委員挙手〕 

今吉委員長 可否同数です。 

よって、委員会条例第１４条第１項の規定に

より、委員長が可否を決します。 

委員長は不採択と採決します。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。①と②の報告をお願いします。 

工藤福祉保健部長 それでは、大分県長期総合

計画の実施状況について説明します。 

３ページを御覧ください。総合評価について

は、さきほど生活環境部から説明しているので

省略し、福祉保健部が所管する個別施策につい

て説明します。 

６ページを御覧ください。福祉保健部の所管

する施策は、左から２列目政策欄の１一人ひと

りの子どもが健やかに生まれ育つ温かい社会づ

くりの推進～子育て満足度日本一の実現～から、

３障がい者が安心して暮らせる社会づくりと障

がい者雇用率日本一の実現までの三つの政策と

それに対応する九つの施策、それと７多様な主

体による地域社会の再構築の（１）、８強靱な

県土づくりと危機管理体制の充実の（４）のあ

わせて１１施策です。これらの施策の総合評価

はＡが七つ、Ｂが四つとなっています。 

 本日は、これらの中から主要な取組の内容と、

その達成状況について説明します。 

７ページを御覧ください。施策名、結婚・妊

娠の希望が叶い、子どもが健やかに生まれ育つ

環境の整備についてです。 

中段のⅡ目標指標欄の一つ目、出会いサポー

トセンター成婚数は、令和４年度の目標値６０

組に対し、実績は１５６組と大きく目標を超え、

さらに本日現在では１７７組となっています。

センター開設５年目を迎えた昨年度は、下段の

Ⅲ指標による評価に記載しているように、セン

ターの広い場所への移転やＡＩマッチングシス

テムの新規導入による会員サービスの向上、広

報の強化により、新規会員数、成婚数ともに増

加し、計画最終年度の目標値である９０組を既

に大きく上回る成果を出すことができました。

また、本年６月にはＡＩマッチングシステムに

よる紹介を経て出会い、成婚したカップルも早

速誕生しています。 

８ページを御覧ください。一番下のⅦ総合評

価と今後の施策展開についての一つ目のポツに

記載したとおり、今後は県内企業と連携した婚

活イベントも実施し、幅広い出会いの機会の創

出に努めます。 

続いて９ページを御覧ください。施策名、み

んなで進める健康づくり運動の推進についてで

す。中段のⅡ目標指標にある健康寿命は、４年

度実績が男性７３．７２歳、女性７６．６歳と

それぞれ目標を上回り、全国順位も男性が１位、

女性が４位となっています。男女そろっての日

本一を目指すためには、地域の抱える健康課題

に応じた取組が必要だと考えています。 

１１ページを御覧ください。ここでは、１３
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項目の健康寿命補助指標を市町村ごとにまとめ

て掲載しています。例えば一番右の中津市は、

何でもかめるが１７位と低く、歯の健康に課題

があることが分かります。今後は、こうした課

題の解決に取り組む市町村に対して支援を強化

します。 

１８ページを御覧ください。施策名、障がい

者の就労支援についてです。中段のⅡ目標指標

の一つ目、障がい者雇用率の全国順位について

は実績は７位と、目標の日本一には届いていま

せんが、二つ目の障がい者の福祉的就労に係る

平均工賃月額については、既に６年度の最終目

標値である２万円を上回る２万１４５円を達成

できました。 

障がい者雇用率については、Ⅲ指標による評

価の一つ目に記載しているように、障がい者雇

用アドバイザー等によるマッチングや職場定着

支援、一般就労への移行に向けた伴走型支援の

ほか、障がい者雇用の優良事例等を紹介する企

業向け情報誌を発刊するなど、様々な取組を進

めてきましたが、全国順位は７位にとどまりま

した。 

一方、二つ目の障がい者の福祉的就労に係る

平均工賃月額については、単独の事業所では困

難な大ロットの発注にも対応する共同受注セン

ターやアグリ就労アドバイザーによる農福連携

の取組などにより、コロナ禍の影響を受けつつ

も、目標達成につなげることができました。 

今後は、障がい者雇用率の算定対象となる一

般就労だけでなく、福祉的就労の充実にも取り

組むことで、障がいの特性や本人の希望に応じ

た就労環境をさらに広げることが重要だと考え

ています。 

１９ページを御覧ください。一番下のⅦ総合

評価と今後の施策展開についての一つ目ですが、

障がい者雇用アドバイザーを今年度から１名増

員しており、企業訪問や相談対応等をさらにき

め細かく行うことで、障がい者雇用企業の拡大

と定着促進を図ります。また、下から二つ目で

すが、工賃についてはＩＴなどの新しい分野も

しっかり取り込めるよう共同受注センターの体

制を強化するほか、農福連携などを進め収入の

安定確保と向上を図ります。 

今井こども未来課長 ２０ページを御覧くださ

い。おおいた子ども・子育て応援プラン（第４

期計画）の進捗状況について報告します。 

このプランは、次世代育成支援対策推進法に

基づく本県の行動計画として、また長期総合計

画の主要政策である子育て満足度日本一の実現

に向けた部門計画として令和２年３月に策定し

たものです。 

２０ページから個別事業ごとの評価として、

令和４年度末の実績を一覧表で記載しており、

表の一番左側にある第１章子どもの育ちと子育

てをみんなで支える意識づくりなど、八つの基

本施策に沿って８８項目の指標を設定していま

す。令和４年度末の達成状況は表の右上にまと

めて記載していますが、８８項目のうち１０

０％以上の達成が３１項目、９０％以上が１９

項目、９０％未満が１６項目、実績値未確定が

２２項目となっています。個別の評価は２３ペ

ージまで記載していますが、説明は省略します。 

２４ページを御覧ください。本計画では、子

育て満足度の総合的な評価として、ここに掲げ

る１１項目の客観的指標を設定しています。表

の右端の矢印で示しているとおり、前年度と比

較して上向きとなったのが、⑥ゆったりとした

気分で子どもと過ごせる時間があると答えた母

親（３歳児）の割合、⑨放課後児童クラブ待機

児童数、⑪子どもと将来の夢や希望について語

り合う機会を、意識して持っている人の割合

（小学生を持つ親）の３項目となっています。

一方、下向きとなった６項目のうち、⑤６歳未

満の子どもを持つ男性の家事・育児関連時間に

ついては、前回と比較し時間的には８８分から

８４分と横ばいでしたが、順位は１２位から４

６位と大きく下がりました。この結果、右下に

あるように、全国順位が出る指標により算出し

た総合順位は１１位となっています。今後は、

男性の家事・育児の支援策に一層力を入れるな

ど、子育て満足度日本一の実現に向け、各種施

策を進めます。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ
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ればお願いします。 

猿渡委員 １８ページで、一般就労を支援する

取組の評価が達成不十分と説明があったと思い

ます。 

一般就労を目指している方から、就職活動を

頑張っているけど、就職活動に行くとその日の

工賃がないわけで、いろんなところで就職活動

をすればするほどその月の工賃が減ってしまう

し、交通費も手出しでなかなか厳しいという声

をいただいています。 

 ですから、伴走型で支援する取組をしている

ので、交通費等を含めて経済的なサポートがあ

ると一般就労に向けて努力しやすいと思います

が、いかがでしょうか。 

高木障害者社会参加推進室長 一般就労に向け

ては様々な取組をしています。 

 例えば、Ｂ型事業所の方が一般就労に向けて

移行する際は奨励金を支給しているし、Ｂ型事

業所の方が次のステップを踏むための研修会な

ども開催しています。具体的に言うと、事業所

が商品開発や経営改善を図るためのアドバイザ

ーを派遣したり、そういった事業所に対してＺ

ｏｏｍで研修会なども実施しています。 

 委員が御指摘の交通費や賃金については、や

はり売上げの中から出していくので、非常に難

しい部分もあると思います。そういった部分は

雇用アドバイザー等を入れて、企業等と相談し

ながら対策していきたいと考えています。 

嶋副委員長 同じ１８ページです。 

障がい者雇用率はかつて全国トップレベルで

したが、このところ順位を下げています。身体

障がい者、知的障がい者、精神障がい者の障が

い者雇用率や全国順位は今どうなっていますか。 

高木障害者社会参加推進室長 全体の雇用率は

２.６１％で、全国順位は７位です。個別の雇

用率と順位で言うと、身体障がい者は１.６

７％で全国１位、知的障がい者は０.５７％で

３１位、精神障がい者は０.３７％で３０位と

なっており、知的障がい者と精神障がい者がや

はり課題なので、その対策をしっかりやってい

きたいと考えています。 

嶋副委員長 別府市の太陽の家について、身体

障がい者の雇用もしっかりやっていただいてい

ますが、何年か前から現在の理事長が精神障が

い者の雇用もやっていくと言われているので、

太陽の家とも連携して精神障がい者の雇用をし

っかりやっていただきたいと思います。何かあ

ればお願いします。 

高木障害者社会参加推進室長 今後、太陽の家

ともしっかり連携しながら対策をしていきたい

と思っています。 

嶋副委員長 もう１点いいですか。（「はい」

と言う者あり） 

 ７ページの出会いサポートセンターの成婚数

ですが、さきほど工藤部長から説明があったよ

うに今日現在の成婚数が１７７組で、令和６年

度の目標値である９０組は遠慮しているのか。 

工藤福祉保健部長 毎年目標値の更新をできれ

ば良かったですが、数年ごとの目標値の置き直

しのときに遠慮したんだと思います。ただ、目

標をクリアすればいいのではなく、はるかにク

リアすることを意識してやった結果です。目標

が低かったからクリアできたのではないと思っ

ていますが、目標はもうほとんど無視してやっ

ています。 

猿渡委員 さきほど知的障がい者や精神障がい

者の一般就労が３１位、３０位という話があり

ました。特に精神障がい者の御家族から、障が

い者への差別解消法が令和３年に改正されて事

業者への合理的配慮が義務化されましたが、や

はりまだまだいろいろなところで差別を感じる

という訴えがあります。 

ですから、その辺を踏まえてしっかり取り組

んでいただきたいと思うので、要望しておきま

す。 

若山委員 単純な質問ですが、２４ページの一

番下の（５）の⑩自分にはよいところがあると

思う、と答えた子どもの割合（中学３年生）の

ところで、出典が全国学力・学習状況調査にな

っていますが、学力についての判定ということ

ですか。 

今井こども未来課長 いえ、学力がないからど

うこうではなく、自分の個性に対して肯定感が

あるかということです。 
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若山委員 この出典については、これで調査す

る部分があるのですか。 

今井こども未来課長 毎年、全国学力・学習状

況調査の中で、そういう調査項目を設けてやっ

ているので、それを指標として活用しています。 

（「分かりました」と言う者あり） 

吉村委員 障がい者施設からの優先調達の推進

についてですが、県としては具体的にどういう

ことをされていますか。 

工藤福祉保健部長 障害者優先調達推進法は、

もともと世の中全般に優先調達を働きかけるの

ではなく、役所がしっかり優先調達しなさいと

いう趣旨の法律です。 

 そういうことで、福祉保健部が会議の中で毎

年４月初旬に県、市町村、教育委員会などに向

けた目標を各部に示して、全体で取り組んでい

ます。県庁全体の目標額は、毎年どんどん上げ

ていっていますが、県だけで七、八千万円とい

う目標を設定して発注しています。あと市町村

にもそれぞれ目標をセットしてお願いしていま

す。具体的には、知事も含めて職員の名刺は全

てそういう事業所に発注しており、これが稼ぎ

頭なのかなと思います。あと、大会のパンフレ

ットや点字の名刺を発注することで毎年実績を

上げながら、また目標を掲げていくことをして

います。 

 ちなみに、どの都道府県も頑張っています。

ただ、優先調達額が低いところもあれば高いと

ころもあります。同じ都道府県の規模であれば、

額で差をつければいいですが、例えば大分県と

東京都で見ると全然規模感が違うので、率で比

べると比較しやすいと思います。その率は、県

の歳出を分母に持ってきて、優先調達額を分子

に持ってきます。その比較をしたときに、大分

県は２位です。１位は宮崎県だったと思います

が、宮崎県は何がすごいかというと、宮崎県の

県立病院のリネンを一つの事業者がどんとまと

めて受けています。これはこれでいいですが、

我々は同じようなことをするのではなく、いろ

んなところに働きかけて、みんなで数値を高め

ていこうと、それがさきほどの猿渡委員から御

指摘があった一般就労を目指す方に少しお金を

出せることにもつながるので、そこをしっかり

やっていって、いつか逆転したいと思います。 

吉村委員 名刺を中心に様々な支援を今後とも

引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 もう１点、健康寿命の件です。集いの参加や

めじろん体操など大分県でいろいろ効果がある

取組をされていて、健康寿命１位を男女共に目

指す中で、私は歩得（あるとっく）を登録して

おり、今吉委員長が一般質問で紹介しています

が、約８万５千件ダウンロードされており、今

後さらに広げていくようです。 

一つ提案ですが、近年、防災さんぽ――避難

経路を自分で作って、自宅から避難場所に歩い

ていくことが流行っている話を聞いて、歩得と

結び付けられないかなと思ったわけです。それ

で、防災と高齢者の健康寿命につなげることが

できて、ポイントが付与されることになったら、

また面白いかなと思ったので、また御検討いた

だければと思います。 

今吉委員長 要望でいいですか。 

吉村委員 はい、要望でいいです。 

工藤福祉保健部長 検討します。 

今吉委員長 ほかにないですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 では、私から１点だけ質問します。

知的障がい者の就労についてですが、なかなか

継続性が難しいところもあります。県では農福

連携をしていますか。 

高木障害者社会参加推進室長 アグリ就労アド

バイザーとして社会参加推進室の中に１名、県

のＯＢである農業の専門家に入ってもらって、

その方がＢ型事業所を中心に訪問して農業を教

えています。 

 昨年度の実績ですが、１３４回事業所を訪問

して、実際農業をしている事業所は１１１事業

所あります。今年も８月現在、延べ７０事業所

ほどを訪問して、いろんな部分の指導をしてい

ます。 

 そういった指導に加えて、作った物を売る機

会もこちらは準備していて、農福マルシェを明

日あさって行います。これはＯＡＢ感謝祭とい

う大きなイベントにあわせて、人が多く集まる
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ところで販売して売上げを上げる計画です。こ

のような販売会を年明けの２月頃にも実施した

いと考えています。そういう指導と販売の部分

で今支援しています。 

今吉委員長 知的障がい者が農福連携で就労し

ている数は、増えているという理解でいいです

か。 

高木障害者社会参加推進室長 知的障がい者の

就労について、農業分野でしっかり活用しよう

とする動きは増えています。 

今吉委員長 実績はどのくらいですか。 

高木障害者社会参加推進室長 申し訳ありませ

んが、今ちょっと数字が出てこないです。 

今吉委員長 増やそうということですね。 

高木障害者社会参加推進室長 そのとおりです。 

今吉委員長 それから、出会いサポートセンタ

ーは県内の市町村とどういう連携をするんです

か。 

今井こども未来課長 出会いサポートセンター

はオアシスひろば２１にあって、県内どこにお

住まいの方でも登録はできるようになっていて、

例えば県北の方同士でお見合いをする事例もあ

ります。 

 それからセンターではないですが、結婚支援

の取組を独自でしている市町村もあるので、そ

ういう取組等も連携していきたいと考えていま

す。 

今吉委員長 実際は、やはり大分市の方の登録

が多いということですね。 

今井こども未来課長 そのとおりです。５３％

ぐらいが男女共に大分市の方になっています。 

今吉委員長 その中で県職員は結構いますか。 

今井こども未来課長 民間に委託をしており、

個人情報の関係があるので県職員がどれぐらい

いるかは把握していませんが、何人か登録して

いることは聞いています。 

今吉委員長 数人程度しか把握できていないの

ですね。 

今井こども未来課長 申し訳ありませんが、個

人情報のことがあるので。 

今吉委員長 分かりました。 

ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

戸高委員外議員 健康寿命補助指標についてで

す。例えば、別府市女性の何でもかめるという

指標がすごく強調されていますが、今までにア

ンケートや意識調査をして、それが市町村の健

康寿命を延ばすための取組や事業に影響を与え

たことはありますか。 

 市町村が今までのデータを活用した取組を行

うことで、大きな効果をあげているなどの証明

があれば、新たな事業にすごく確信を持って取

り組めると思うので、データの活用と各市町村

の事業での検証などについて教えてください。 

阿部健康づくり支援課長 補助指標の狙いとし

ては、見える化して分かりやすくし、県民に普

及啓発として利用できることにあります。 

現に我々は健康寿命日本一おおいた創造会議

の下部組織として健康寿命延伸アクション部会

を設置し、その中で各市町村に好事例の横展開

を行ったり、アクション部会に応援企業に参加

いただいて、その取組を市町村独自でやるので

はなく、応援企業の力も借りながら取組の展開

をしている段階です。実際に今年の創造会議で

発表しましたが、姫島村は身体活動の順位が低

いということで、ＲＩＺＡＰ（ライザップ）と

組んで村を挙げて取り組んだ事例もあります。

また昨年のアクション部会では、臼杵市がマイ

レージ事業に取り組んだり、あるいは地域の店

舗と連携して意識啓発を図った好事例もありま

す。 

 その活動の結果実際どうなったかについては、

今後また十分検証していきたいと思っています。 

今吉委員長 委員外議員の方はほかにありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、次に③の

報告をお願いします。 

渡邉福祉保健企画課長 福祉保健部が所管する

公社等外郭団体の経営状況等について報告しま

す。 

２５ページを御覧ください。左側の社会福祉

法人大分県社会福祉協議会についてです。 
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項目２にある資本金等の総額は１，５００万

円で、県からの出資金はありません。 

項目３の事業内容については、１の社会福祉

を目的とする事業の企画及び実施、２の社会福

祉に関する活動への住民参加のための援助など

となっています。 

 項目４の４年度決算状況についてですが、左

側の事業活動計算書の一番下、当期経常増減差

額は４，８４６万５千円の黒字で、前年度と比

較すると、県からの補助金収入の減等により４，

１５１万４千円の減となっているものの、４期

連続の黒字を達成しており、経営状況は安定し

ています。また、右側の貸借対照表の下から４

行目の純資産については２６億３１９万６千円

となっています。 

 続いて、項目５の問題点及び懸案事項につい

てですが、今後、総合社会福祉会館の老朽化に

伴う施設改修も見込まれることから、引き続き

財政基盤の強化に取り組む必要があると考えて

います。また、地域共生社会の実現に向けて市

町村社会福祉協議会や関係団体等へのより効果

的な支援など、大分県社会福祉協議会の果たす

べき役割がますます増加していることから、地

域福祉を推進する人材の育成、確保等とともに、

組織体制の充実に努める必要があると考えてい

ます。 

 そのため、項目６の対策及び処理状況にある

とおり、財政基盤のさらなる強化を図るため、

職員の意識改革に努めるとともに、ＩＴ技術等

を活用した働き方改革を推進します。また、組

織体制の充実を図るため、体系的な研修の実施

や優秀な人材確保に向けて、中堅や若手職員等

の計画的な採用に取り組みます。 

続いて、右側の公益財団法人大分県地域保健

支援センターについてです。 

 項目２の県出資金は５００万円、出資比率は

２５％となっています。 

 項目３の事業内容の主なものは、三つ目の結

核、がん、循環器疾患及びその他の疾病予防の

検診です。県内各地に検診車による巡回検診を

実施しており、資料には記載していませんが、

４年度の検診受診者数は延べ１６万３７５人と

なっています。 

 項目４の４年度決算状況についてですが、左

側の正味財産増減計算書の一番下、当期正味財

産増減額は５，０１８万２千円の黒字で、前年

度との比較では、退職給付引当金繰入の減少等

により４，０６３万円の増となり、５期連続の

黒字を達成し、経営状況は安定しています。右

側の貸借対照表の下から３行目、正味財産（純

資産）は５億５，０９６万１千円となっていま

す。 

 項目５の問題点及び懸案事項についてですが、

巡回検診は受診者数が減少傾向にあることに加

え、コロナ禍の影響による受診控えの傾向が見

られます。 

このため、項目６の対策及び処理状況のとお

り、住民検診については市町村との連携強化に

よる未受診者に対する受診勧奨の拡大、事業所

検診については新規受託や再受託に努め、受診

者数の増加と収益の向上を図ります。 

 続いて、２６ページを御覧ください。左側の

公益財団法人大分県臓器移植医療協会について

です。 

 項目２の県出資金は２千万円、出資比率は３

０．１％となっています。 

 項目３の事業内容の主なものとしては、一つ

目の県民への移植医療に関する普及啓発や二つ

目の腎臓提供者と腎臓移植希望者との調整協力

などとなっています。 

 項目４の４年度決算状況について、左側の正

味財産増減計算書の一番下、当期正味財産増減

額は５万９千円の黒字、前年度と比較して４万

円の増となり、９期連続の黒字を達成し経営状

況は安定しています。右側の貸借対照表の一番

下、正味財産（純資産）は７，０６１万５千円

となっています。 

項目５問題点及び懸案事項ですが、腎臓提供

や移植実績が平成３０年以降途絶えていること

から、普及や啓発活動の強化が課題となってい

るほか、経営体質の強化を図る必要があります。 

 このため、項目６の対策及び処理状況にある

とおり、ＳＮＳ等の多様な広報媒体を積極的に

活用し、臓器移植に対する県民の理解が深まる
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よう広報等に努めるとともに、支援型自動販売

機や募金箱の設置活動を進め、自主財源の確保

に努めることとしています。 

続いて、右側の公益財団法人大分県アイバン

ク協会についてです。 

 項目２の県出資金は５００万円で、出資比率

は６．８％となっています。 

 項目３の事業内容は、一つ目の献眼者の募集

及び登録や二つ目の提供される眼球の摘出、輸

送、検査、保存及びあっせんなどとなっていま

す。 

 項目４の４年度決算状況についてですが、左

側の正味財産増減計算書の一番下、当期正味財

産増減額は８３万円の黒字、前年度と比較して

５８万９千円の増となり、２期連続の黒字で経

営状態も安定しています。右側の貸借対照表の

一番下、正味財産（純資産）は７，６０７万１

千円となっています。 

 項目５の問題点及び懸案事項についてですが、

献眼者数を確保するため制度の普及や啓発、経

営体質の強化が課題となっています。 

 このため、項目６の対策及び処理状況にある

とおり、ＳＮＳ等の多様な広報媒体を活用し、

献眼に対する県民の理解が深まるよう努めると

ともに、支援型自動販売機や募金箱の設置活動

を進めるなど、自主財源の確保に努めることと

しています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないので、次に④と⑤

の報告をお願いします。 

三好医療政策課長 ２７ページを御覧ください。 

公立大学法人大分県立看護科学大学の経営状況

について報告します。 

項目２の県出資金は３２億６，４３６万３千

円で、全額県出資の法人となっています。 

項目３の事業内容ですが、令和４年度の学部

卒業生の就職率は９８．４％となっています。

資料には記載していませんが、このうち県内就

職率は６０．０％であり、前年度から５．５ポ

イント上昇しています。志願者数は、定員８０

人に対し３１３人、倍率は３．９倍となってい

ます。また、看護師の国家試験合格率は９７．

３％となっています。 

 項目４の４年度決算状況ですが、経常収益は  

９億３，７３２万５千円で、主な内訳は右の枠

内にありますが、県からの運営費交付金６億４，

４４１万４千円、授業料２億５５８万２千円な

どとなっています。経常費用は９億２，９３８

万１千円で、経常利益は７９４万４千円の黒字

となっています。これに、設備整備等に充てる

ため繰越積立金２，３６６万３千円の取崩しを

行っているので、当期総利益は３，１６０万７

千円の黒字、前年度と比較すると契約見直しに

よる電気料の減額効果などにより１，０２５万

６千円の増となっています。公立大学法人化し

た平成１８年度以降、１７期連続の黒字を達成

しており、経営状況は安定しています。なお、

この当期総利益については、目的積立金として

積み立て、次年度以降に教育研究の質の向上に

向けた設備整備等に充てる予定です。 

 項目５の問題点及び懸案事項についてですが、

開学から２５年が経過する中、今後５年間で１

２名の教員が定年退職する見込みであることか

ら、円滑な新陳代謝が求められているほか、教

育、研究用の機器類や施設の老朽化により、修

理や更新費用等の増加が見込まれます。 

 このため、項目６の対策及び処理状況にある

とおり、若手教員の登用と経験豊富な外部人材

の確保を計画的に行うとともに、人員配置や人

材育成方法などの検討を進めることとしていま

す。また、機器類は積立金を活用して優先順位

に基づき効率的に更新を行うとともに、施設に

ついては耐用年数等を考慮し計画的に改修を行

う予防保全に取り組みます。 

続いて、右側を御覧ください。地方独立行政

法人法に基づき大分県地方独立行政法人評価委

員会が行った、県立看護科学大学の業務実績に

関する評価結果についてです。 

 ２の令和４事業年度の業務実績に関する評価
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結果については（１）のとおり、全体として年

度計画を順調に実施しているという結果でした。 

 （２）大項目評価としては、Ⅰの大学の教育

研究等の質の向上と、Ⅱの業務運営の改善及び

効率化の２項目については、特筆すべき進行状

況であるとしてＳ評価を、また、Ⅲの財務内容

の改善以下３項目については、計画どおりであ

るとしてＡ評価を受けています。 

 （３）評価理由では、令和４年度から新カリ

キュラムを着実に開始するとともに、実習室の

改修及びＤＸ／ＩＣＴ教材等の充実を図り、教

育面において著しく効果を得たことが評価され

たほか、学部卒業生の県内就職率が過去最高と

なる６０％を達成したことに加え、新型コロナ

感染者の後遺症の研究を実施するなど、地域医

療の向上に大きく貢献していることなどがあげ

られています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

清田委員外議員 学部卒業生の県内就職率が過

去最高となる６０％となり、前年度から５．５

ポイントアップという報告がありました。しか

しながら、先般医師会と意見交換する中で看護

職員の不足を訴えられました。 

 県内就職率６割で満足することなく、７割や

８割という高い目標設定をして、さらなる取組

を期待したいと思いますが、いかがですか。 

三好医療政策課長 県内就職率については、看

護科学大学が策定する中期計画に目標を定める

こととなっているので、今後、看護科学大学と

目標値について協議していきたいと考えていま

す。 

今吉委員長 委員外議員の方はほかにありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、次に⑥の

報告をお願いします。 

工藤福祉保健部長 ２８ページを御覧ください。 

初常任委員会でも説明しましたが、福祉保健

部所管の主な計画２３本のうち、今年度、マル

数字を付けている１８本を改定し、右下の１本

を新たに策定予定です。 

今回は時間の都合上、右下に青枠で囲ってい

る新たに策定する１本の計画と、赤枠で囲って

いる４本の計画等について、骨子等を担当課長

から説明します。 

隅田こども・家庭支援課長 ２９ページを御覧

ください。今年度新たに策定する、大分県困難

な問題を抱える女性への支援計画（仮称）につ

いて説明します。 

１の計画策定の背景にあるとおり、婦人相談

所等で実施している婦人保護事業は、売春防止

法に基づく保護更生事業として開始しましたが、

その後、支援ニーズが複雑化、多様化、複合化

する中で抜本的な見直しがされていなかったこ

とから、新たな支援の枠組みとして、昨年、困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律が

制定されました。 

困難な問題を抱える女性とは、２にあるよう

に性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係

性その他の様々な事情により、日常生活又は社

会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女

性とされています。 

３の計画策定の根拠等ですが、本計画はこの

法律に基づき県が策定するものであり、計画期

間は来年度からの５年間です。計画の基本理念

は、対象となる女性が自らの意思を尊重されな

がら支援を受けることにより、その福祉が増進

され、自立して暮らすことができる社会の実現

です。 

４の計画の主な記載事項ですが、対象となる

女性への支援を行う婦人相談所等について（１）

基本的な方針、（２）支援のための施策内容等

を記載する予定です。 

５の策定体制及びスケジュールですが、弁護

士などの委員からなる策定委員会の意見を踏ま

えて素案を作成し、次回の委員会で報告させて

いただいた後に、年度内に公表の予定です。 

三好医療政策課長 ３０ページを御覧ください。 

第８次大分県医療計画について説明します。 

 １の計画策定の趣旨等にあるとおり、この計



- 22 - 

画は医療ニーズの変化等に対応した、質の高い

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療

法に基づき策定するものです。 

 ２の計画の主な記載事項としては、（１）の

医療圏の設定や（２）の基準病床数の算定のほ

か、（４）の外来医療提供体制の確保と（５）

の医師の確保については、令和元年度に策定し

た外来医療計画及び医師確保計画と一体化し策

定します。また右の枠内にある、アルコール健

康障がい対策推進計画とギャンブル等依存症対

策推進計画についても、これまで個別に定めて

いましたが、今回から医療計画と一体的に策定

することとしています。 

 ３の５疾病６事業及び在宅医療の取組につい

ては表に記載のとおり、今回新たに新興感染症

医療を加えて取組などを記載します。 

 ４の策定体制についてですが、５疾病６事業

及び在宅医療等に係る個別の課題や目標につい

ては、１５種類ある個別の協議会で議論いただ

いた後、大分県医療計画策定協議会にて取りま

とめ、大分県医療審議会に諮問します。 

  策定スケジュールについては、５に記載のと

おりであり、次回の委員会で素案について報告

させていただいた後に、年度内に公表の予定で

す。 

３１ページを御覧ください。公立大学法人大

分県立看護科学大学の第４期中期目標について

説明します。 

 中期目標とは、Ⅰの中期目標策定の概要の２

にあるように、公立大学法人が達成すべき業務

運営に関する目標として、設置者である県が定

めるものであり、この中期目標を踏まえて看護

科学大学が中期計画を策定します。 

 ４の中期目標の記載項目については、①教育

研究等の質の向上に関する事項や②業務運営の

改善及び効率化に関する事項などとなっていま

す。 

 次に左下の策定スケジュールですが、現在実

施中のパブリックコメントの後、大分県地方独

立行政法人評価委員会の諮問を経て、次回の定

例会において議案として提出し、審議いただく

こととしています。 

 ３２ページを御覧ください。県立看護科学大

学の第４期中期目標の方向性について整理して

います。 

 Ⅰの第３期中期目標期間の実績については、

１教育研究等の質の向上の二つ目にあるとおり、

保健師を養成する広域看護学コースの定員を５

名増員して１０名にしたほか、学部生の特別選

抜を実施するなど、大学院で専門性の高い看護

職の養成を行うなどした結果、４自己点検及び

外部評価にあるとおり、１７年連続でＳ評価を

受けています。 

 これらの実績を踏まえ、中段のⅡ第４期中期

目標のコンセプトとして、一つは専門性と豊か

な人間性を持つ看護職の育成、もう一つは社会

的な課題への対応と社会貢献の充実を挙げてい

ます。 

 このコンセプトに従い、下段のⅢ第４期中期

目標のポイントとして１から５まで記載してい

ます。現行の目標との主な変更点としては、ま

ず、１教育研究等の質の向上の一つ目にあると

おり、ＤＸ化による教育環境の整備、教育目的

達成のための教学マネジメント、大学内の調査

分析機能などを推進します。また、２業務運営

の改善として法人固有職員の採用・育成を進め

るほか、４自己点検及び外部評価では、年度ご

との外部評価に代わり大学が新たに成果指標を

設定します。 

 なお、素案の全体については、３３ページ以

降を後ほど御覧ください。 

池邉感染症対策課長 ３５ページを御覧くださ

い。大分県感染症予防計画の改定について説明

します。 

 １の計画改定の趣旨ですが、改正感染症法に

より新型コロナウイルス感染症に関するこれま

での取組を踏まえ改定し、次の感染症危機に備

えるものとなります。 

次に、４の計画の骨子案のうち主な項目につ

いて説明します。まず、（５）の検査の実施体

制についてですが、大分大学や大分市保健所等

の協力を得た上で、衛生環境研究センターを中

心とした検査体制の構築について記載します。

（６）の医療提供体制では、発生早期から対応
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できるよう、入院、外来の医療体制の整備、個

人防護具の備蓄等について記載します。（９）

の外出自粛対象者の療養生活については、健康

観察の体制構築、自宅や施設での療養支援につ

いて記載します。前後しますが、（８）の目標

に関する事項では、これらの取組を着実に推進

するための各種数値目標を新たに設けることと

しています。 

５の計画策定の体制ですが、現在、幅広い関

係者で構成する感染症対策連携協議会において

議論しています。 

６のスケジュールですが、次回の委員会で素

案を報告させていただいた後に、年度内に公表

する予定です。 

一丸国保医療課長 ３６ページを御覧ください。

大分県国民健康保険運営方針（第二期）の主な

改正内容について説明します。 

１策定の趣旨等ですが、本運営方針は平成３

０年度に県が国民健康保険の財政運営の責任主

体となったことから、県が行う国民健康保険の

安定的な財政運営や市町村が行う国民健康保険

事業の広域化、効率化を推進するため、県内の

統一的な運営方針として定めるものです。国民

健康保険法の改正により、今回の改定では、保

険税水準の統一に向けた検討について記載する

こととしています。 

 ２の市町村国保の現状と課題ですが、棒グラ

フの被保険者数の減少や折れ線グラフの一人当

たり医療費の増加に伴い、右側に記載のとおり、

今後、保険税の上昇や小規模保険者の増加が見

込まれることから、国保の安定的な財政運営を

確保するため、赤字のところですが、県内にお

いて同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同

じ保険税水準とするという保険税負担の公平

化・保険税水準の統一を図っていく必要性が高

まっています。 

このため、３にある保険税水準の統一に向け

た検討という項目を追加し、統一の方法や目標

年度等を明記する予定です。あわせて、強化す

る項目として、保険税徴収の適正実施や医療費

適正化に向けた取組、市町村国保事業の標準的、

広域的及び効率的な運営の推進について記載し

ます。 

 今後は４策定体制、５今後のスケジュールの

とおり、市町村等と協議を進め、国民健康保険

運営協議会に諮った素案を次回の委員会で報告

させていただいた後に、年度内に公表の予定で

す。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

猿渡委員 ２９ページの大分県困難な問題を抱

える女性への支援計画についてです。 

 この法の理念に基づいて拡充していくことが

大事だと思いますが、今、女性相談支援員は県

に何人いるのか。雇用形態は非正規なのか、市

ではどういう状況なのかを教えてください。 

隅田こども・家庭支援課長 婦人相談所と婦人

相談員の状況ですが、婦人相談員は県に３人配

置されており、いずれも非常勤職員となってい

ます。婦人相談所の職員は所長を入れて５人で、

正規職員と一緒に相談対応をしています。 

 次に市の状況ですが、県内では別府市に婦人

相談員が２人配置されていますが、他の市町村

には配置されておらず、現在は児童福祉の担当

課が対応している状況です。 

猿渡委員 婦人相談員は、高い専門性とそれぞ

れの状況に応じた難しい対応を迫られる場合が

多いと思います。秘密を守ること、その方の希

望に沿った難しい対応が必要になるなど、専門

性に見合った待遇が必要になってくると思いま

す。ですから、今後に向けて正規化が必要だと

思っています。 

 あと、一時保護所で携帯電話は使えますか。

加害者の追及の危険がなければ携帯電話の使用

を可能とするガイドラインを厚生労働省が出し

たということですが、若い方はスマートフォン

でいろんな情報を得たり、情報交換にもスマー

トフォンがないと困ることがあると思います。

本人を守ることも必要なので難しい面はあるか

と思いますが、今後に向けてどのように考えて

いますか。 

隅田こども・家庭支援課長 まず、婦人相談員

の待遇や処遇についてですが、国からも各県の
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取組状況を整備するように最近言われているの

で、現在は会計年度任用職員で設定しています

が、人事課とこれが適正なのかも含めて検討す

ることが必要と考えています。 

 それから携帯電話についてですが、一時避難

所はＤＶ被害で保護される方がかなり多く、携

帯電話の使用はかなりの危険を伴うためにこれ

まで使用できないとしていましたが、委員会の

中でも携帯電話の使用を認めてはどうかという

意見が少し出ています。 

 実際に、全国でそういった問題や課題が出て

いるかと思います。スマートフォンを利用でき

るようにしている県があるかどうかを確認しな

がら、システム的に使用しても安全面の確保が

できるのであれば、検討していく価値はあると

思っています。現在はまだ調査段階ですが、携

帯電話の問題でなかなか婦人保護施設に入りた

がらない相談者がいるのは事実なので、安全第

一を考えながら検討していきたいと考えていま

す。（「よろしくお願いします」と言う者あり） 

今吉委員長 では、私から１点質疑します。 

清田議員から質疑があった３２ページの看護

科学大学の県内就職率の関係で、県内就職率の

中期計画の目標値が５０％とあって、そんなに

低いのかなと感じましたがそこはどうでしょう

か。 

三好医療政策課長 現在、県立看護科学大学の

中期計画の中で定められている目標値は５０％

です。九州各県の看護科学大学と比べると、ほ

かも大体５０％くらいで同程度の目標数値を設

定しています。 

 今年度６０％を達成したので、今年度中に看

護科学大学が策定する次期中期計画では、目標

値について協議等をしていきたいと考えていま

す。 

今吉委員長 今後策定される第４期中期目標は

もっと数値を上げないと気合が入らないと思い

ますね。よろしくお願いします。 

猿渡委員 ３５ページ、大分県感染症予防計画

改定の関係です。 

今もいろんな感染症が流行していますが、病

床や医療スタッフの確保が大変重要な課題と思

います。課題解決のためにも、県として何らか

の取組が必要ではないかと思いますが、どうで

しょうか。 

池邉感染症対策課長 御指摘のとおり、過去の

コロナ対応でもベッドはあるけれども看護師や

医者が感染してスタッフが足りないことがあり

ました。この計画の中でも、そこの部分は医療

提供体制のところで、それぞれの役割の中で互

いに補完し合えるような取組ができないかと今

議論しています。（「ぜひよろしくお願いしま

す」と言う者あり） 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

清田委員外議員 ３０ページ、第８次大分県医

療計画についてです。 

基準病床数の算定で、基本的なことを教えて

ください。例えば、同じ市に１５０床の病院が

二つあったとします。一方は、病床稼働率が常

に９割を超えている。もう一方は、病床稼働率

が８割に満たない状況で運営されていて、コロ

ナ流行時には９割を超えるが、コロナ患者の受

入れには少し消極的であったと。 

 病床稼働率が常に９０％を超えている病院が、

例えば、病床数や診療科をもう少し増やしたい

という意思があった場合、この医療計画の見直

しの時点でそういうことが是正されていくのか

を教えてください。 

三好医療政策課長 基準病床数については、国

が、人口とかいろいろな指数を計算式に当ては

めて計算するようになっています。 

 それに対して、既存病床数は医療計画の中で

算定しますが、既存病床数が基準病床数を上回

る医療圏については、原則として新たな増床や

新たな病院の建設ができない制度になっていま

す。 

 今現在、大分県内は全ての地域で既存病床数

が基準病床数を上回っているので、新たな増床

とか新規の病院建設はできない状況です。それ

とは別に、例外規定が医療法に基づく医療計画

にあり、ある一定の条件を満たす場合は例外的

に増床できる場合があります。ただ、今回の医
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療計画改定のタイミングで、個別の病院が増床

をできるかまでは定めない予定です。 

清田委員外議員 説明ありがとうございます。

特例病床制度のことは承知していて、例外で定

められた診療科に関しては、その基準病床数に

かかわらず、厚生労働省が認めれば特例で増床

や新築が認められることも分かっていますが、

そもそも稼働率が低い既存病床数は基準を上回

っているから、圏域としては市町村では増床で

きないでしょうが、さきほどの例で言うと、稼

働率が８割にも満たない病院にそのまま１５０

床あげておくより、９割を超えている病院に病

床数を割当てできるように是正されないのかと

いうのが質問の趣旨です。 

三好医療政策課長 医療機関の間での病床のや

り取りは、基本的には認められていません。 

 ただ、同じ医療法人が病院と診療所を持って

いる場合があると思いますが、そういった場合

に同じ医療法人内でのやり取りは認められてい

ます。 

清田委員外議員 最後に確認です。 

 稼働率がどんなに低くても、医療法人が違っ

ていたら、それは是正ができないという認識で

いいですね。 

三好医療政策課長 現在はそういう取扱いをし

ています。（「分かりました」と言う者あり） 

今吉委員長 では、委員外議員の方でほかに質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 予定している案件は以上ですが、この際ほか

に何かありませんか。 

若山委員 前回の補正予算で、福祉関係やそれ

以外でもですが、物価高騰の関係で支援事業を

立てたと思いますが、事業自体は全ての市町村

が該当するものではない状況だったと思います。

今はもう全部該当していますか。 

渡邉福祉保健企画課長 基本的には事業のメニ

ューのうち、費用負担を市町村に求めるものも

あります。これに関しては、オール大分県で実

施する方向で補正事業はスタートしていて、基

本的には市町村からも負担金をいただいていま

す。 

若山委員 それであれば、市町村は全て該当す

るということですね。 

渡邉福祉保健企画課長 そのとおり申請を受け

付けています。 

若山委員 その財源について、県の場合は国の

物価対策の交付金を利用していると思いますが、

市町村によっては自主財源であったり、単費で

あることも市町村に確認するようです。 

 何が言いたいかというと、県がやる事業につ

いて早い段階で説明があれば、そういった交付

金の活用を財政部署と協議できたけど、県から

の説明が市町村の事業や財源の割当てが決定さ

れた後であったので、交付金の活用ができなく

て持ち出しをせざるを得なくなってしまった。

そういう県のやり方はどうなのかと。今回の場

合は、肉付け予算の部分でやり方があったので

しょうけれども、それを考慮しても事前からの

やり取りで補正事業に関する話があるべきでは

ないかという声をいくつかの市から聞いたので、

そのときの状況や考えについて教えてください。 

渡邉福祉保健企画課長 今回、この事業は６月

補正予算で対応しています。県の財源は臨時交

付金を使っています。臨時交付金の交付が３月

くらいで決まりましたが、市町村が国に交付使

途を報告するのが５月末ぐらいだったと思って

いて、ちょうど我々が予算案の公表を考えてい

る時期と国への報告の締切時期が確かに重なっ

ていたところがあったので、そういう対応にな

った市町村があるかもしれません。ただ、県の

場合は肉付け予算で対応するということで、あ

る程度公にできる時期が限られていました。私

は直接市町村から聞いてはいませんが、結果と

してこのようなことになったので、今後、市町

村にはできるだけ早期に情報提供するように努

めたいと思います。 

若山委員 市町村との連携については、知事も

以前から言われている部分で、確かに時期が重

なっていたのもよく理解できるし、まだ決まっ

ていない情報を外に出しにくいこともよく分か

ります。ただ内々の情報だけでも、市町村が運
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営しやすいように情報提供はぜひともお願いし

ます。これは要望です。 

工藤福祉保健部長 今の件については、結果的

にそうなってしまったとなると、県としても大

変不本意になります。 

 今回肉付け予算の実施にあたって、福祉保健

企画課長から公表できる時期との話がありまし

たが、我々としては対外的に公表してから情報

を出しているわけではなく、当然、我々が公表

する前に市町村と個別にやり取りをして、一つ

一つの市町村に御理解をいただく手順を踏んだ

つもりです。さきほど県が公表してから話を伝

えたと取られかねない言い回しがありましたが、

そこは違っており、県が公表してからそれを知

った市町村はないようにしていたつもりです。 

 財政措置が間に合わず、委員に話があった市

を我々が個別に把握するのも必要だろうと思い

ます。また、事後で結構なので該当する市の情

報をいただければと思います。 

今吉委員長 ちょっと時間がないのでいいです

か。ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これをもって福

祉保健部関係を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様は、この後協議をするので、この

ままお待ちください。 

 

〔福祉保健部、委員外議員退室〕 

 

今吉委員長 それでは内部協議を行います。 

まず、閉会中の所管事務調査の件について、

お諮りします。 

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中の継続調査をしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることにします。 

以上で予定されている案件は終了しました。 

この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別にないので、これをもって委員

会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 


